
◇　「ABL （動産 ・ 売掛金担保融資）」 とは・ ・ ・  

　在庫や売掛金等を活用する資金調達の方法です。
 
◇　ABL を活用すれば・ ・ ・  

　担保にできる不動産がない企業に、 
　在庫や売掛金等を担保とした、 新たな資金調達の道が開かれます。

 
◇　今回・ ・ ・  

金融機関が ABL に取り組む場合、どのような担保管理を行えばよいかを
明確にすること等で、金融機関・借手企業における ABL の活用を後押しします。

◇　土地や建物ではなく、在庫や売掛金等に担保権を設定することにより、

　金融機関から融資を受けることになります。

◇　一方で、借手企業は、在庫や売掛金等の状況を、金融機関に定期的に報告する

　必要があります。

ABLABL（Asset sset Based ased Lendingending）をご存知ですか？をご存知ですか？

ABLABL の仕組みの仕組み

 「ウチの会社には担保にできる不動産がない…」と「ウチの会社には担保にできる不動産がない…」と

お悩みの企業の皆様へ！お悩みの企業の皆様へ！

「在庫」や「売掛金」も、「不動産」と並ぶ重要な資産です。

「在庫」や「売掛金」等を担保とする「ABL」を検討してみませんか？

※　「ABL」 の活用を希望される方は、 お取引先の金融機関にご相談ください。
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内容に関するお問合せ先：金融庁検査局総務課調査室　03-3506-6000　（代表）

金融庁



お 問 い 合 わ せ 先お 問 い 合 わ せ 先

◇ ◇ 説 明 会 の 実 施 窓 口説 明 会 の 実 施 窓 口  
 「ABL」についての説明会を全国各地で開催します。説明会の開催や講師派遣の

ご要望のある方は、お近くの財務局までお問い合わせください。 
 
  ■ 各財務（支）局の理財部検査総括課　（沖縄総合事務局にあっては財務部検査課） 

  北海道財務局 011-709-2311  中国財務局 082-221-9221  
  東北財務局 022-263-1173  四国財務局 087-831-2131  
  関東財務局 048-600-1111  九州財務局 096-206-9765  
  北陸財務局 076-292-7840  福岡財務支局 092-411-7281  
  東海財務局 052-951-2475   沖縄総合事務局 098-866-0094  
  近畿財務局 06-6949-6372  

◇ ◇ 中 小 企 業 等 金 融 円 滑 化 相 談 窓 口中 小 企 業 等 金 融 円 滑 化 相 談 窓 口  
・ 金融円滑化に関するさまざまなご質問やご相談にお答えいたします。 
 助言等も積極的に行います

（※）
。 

・ ご相談内容に応じて専門の機関をご紹介いたします。 
※ ご同意いただければ、金融機関への事実確認等を行います。 

  ■ 各財務局・財務事務所の相談窓口（受付時間：平日 9:00 ～ 16:00） 

 ◎ 北海道財務局 011-729-0177
  ・函館財務事務所  0138-23-8445
  ・旭川財務事務所  0166-31-4151
  ・釧路財務事務所  0154-32-0701
  ・帯広財務事務所  0155-25-6381
  ・小樽出張所  0134-23-4103
  ・北見出張所  0157-24-4167
 ◎ 東北財務局 022-263-9622
  ・青森財務事務所  017-722-1463
  ・盛岡財務事務所  019-625-3353
  ・秋田財務事務所  018-866-7117
  ・山形財務事務所  023-625-6295
  ・福島財務事務所  024-535-0320
 ◎ 関東財務局 048-615-1779
  ・水戸財務事務所  029-221-3195
  ・宇都宮財務事務所  028-346-6302
  ・前橋財務事務所  027-896-2001
  ・千葉財務事務所  043-251-7214
  ・東京財務事務所  03-5842-7014
  ・横浜財務事務所  045-681-0933
  ・新潟財務事務所  025-281-7504
  ・甲府財務事務所  055-253-2263
  ・長野財務事務所  026-234-5125
 ◎ 北陸財務局 076-208-6711
  ・富山財務事務所  076-405-6711
  ・福井財務事務所  0776-25-8236

 ◎ 東海財務局 052-687-1887
  ・岐阜財務事務所  058-247-4113
  ・静岡財務事務所  054-251-4321
  ・津財務事務所  059-225-7223
 ◎ 近畿財務局 06-6949-6530
  ・大津財務事務所  077-522-4362
  ・京都財務事務所  075-752-1419
  ・神戸財務事務所  078-391-6943
  ・奈良財務事務所  0742-27-3163
  ・和歌山財務事務所  073-422-6143
 ◎ 中国財務局 082-221-9331
  ・鳥取財務事務所  0857-26-2338
  ・松江財務事務所  0852-21-5233
  ・岡山財務事務所  086-223-1133
  ・山口財務事務所  083-923-5085
 ◎ 四国財務局 087-812-7803
  ・徳島財務事務所  088-654-6202
  ・松山財務事務所  089-941-7185
  ・高知財務事務所  088-822-4323
 ◎ 九州財務局 096-353-6352
  ・大分財務事務所  097-532-7107
  ・宮崎財務事務所  0985-44-2735
  ・鹿児島財務事務所  099-226-6155
 ◎ 福岡財務支局 092-433-8066
  ・佐賀財務事務所  0952-32-7177
  ・長崎財務事務所  095-825-3177
 ◎ 沖縄総合事務局 098-866-0095

注）財務事務所においては、理財課等の外線番号を 

使用していることがございます。

■ 金融庁の相談窓口 （受付時間：平日 10:00 ～ 17:00） 
金融庁においても、以下の相談窓口を設置しております。 

   ◎ 金融円滑化ホットライン 0570-067755 ／ 03-5251-7755  
   ◎ 金融サービス利用者相談室 0570-016811 ／ 03-5251-6811 
※  ご質問・ご相談等への回答は全て電話でいたします。メールや文書での回答は行いませんので、 
   あらかじめご了承ください。  
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